
海
外
金
融
機
関
の
事
例
を
踏
ま
え
て

財
務
報
告
と
経
営
管
理
の
統
合
を

引
当
の
新
た
な
会
計
基
準
導
入
を

見
据
え
て
求
め
ら
れ
る
態
勢
整
備Ｐ

ｗ
Ｃ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
監
査
法
人

　

パ
ー
ト
ナ
ー大

辻
竜
太
郎

川
瀨
圭
　
　

村
永
淳
　
　

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）
に
お
い
て
、
予
想
信
用
損
失
（
Ｅ
Ｃ
Ｌ
）
に
基
づ
く
新
た
な
金
融
商
品

の
減
損
基
準
の
開
発
に
係
る
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
折
し
も
日
本
で
は
、
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の
返
済
が
本
格

化
し
、
イ
ン
フ
レ
率
や
金
利
が
上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
企
業
の
倒
産
件
数
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
海
外

金
融
機
関
の
状
況
・
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
国
内
金
融
機
関
に
は
、
開
発
中
の
新
基
準
に
沿
っ
た
引
当
の
た
め

の
態
勢
整
備
を
適
切
に
進
め
る
こ
と
で
、
適
時
適
切
な
開
示
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
途
上
与
信
管
理
や
融
資

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
管
理
な
ど
の
能
力
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

フ
ォ
ワ
ー
ド
ル
ッ
キ
ン
グ
な

対
応
が
必
要
な
銀
行
融
資

　

２
０
２
０
年
に
導
入
さ
れ
た
ゼ
ロ

ゼ
ロ
融
資
（
実
質
無
利
子
・
無
担
保

融
資
）
の
受
け
付
け
が
22
年
９
月
に

終
了
し
、
利
子
免
除
期
間
の
終
了
に

伴
う
利
払
い
負
担
の
増
加
も
あ
る
中

で
、
中
小
企
業
の
倒
産
が
増
加
し
て

い
る
。
国
内
で
は
約
15
年
ぶ
り
に
中

長
期
ゾ
ー
ン
の
金
利
が
上
昇
傾
向
に

あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
企
業
の
今
後

の
支
払
金
利
負
担
や
資
金
繰
り
の
懸

念
も
出
て
き
て
い
る
中
で
、
今
後
、

さ
ら
な
る
デ
フ
ォ
ル
ト
増
加
の
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
強
化
に
関
連
す
る
議
論
の
中
で
は
、

銀
行
に
限
ら
ず
上
場
企
業
全
般
に
お

け
る
Ｐ
Ｂ
Ｒ
（
株
価
純
資
産
倍
率
）

や
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（
自
己
資
本
利
益
率
）
の

低
迷
を
指
摘
す
る
声
が
あ
り
、
企
業

価
値
向
上
や
資
本
効
率
改
善
に
関
す

る
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。
銀
行
の

対
応
と
し
て
は
、
目
先
の
期
間
収
益

で
は
な
く
、
長
期
的
な
企
業
価
値
を

引
き
上
げ
て
い
く
た
め
の
戦
略
・
施

策
が
欠
か
せ
な
い
。
融
資
戦
略
に
お

い
て
も
、
長
期
的
な
融
資
ポ
ー
ト
フ

ォ
リ
オ
の
評
価
を
ベ
ー
ス
に
、
個
別

融
資
先
（
点
）
だ
け
で
は
な
く
、
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
（
線
）
や
地
域
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求められる引当の態勢整備

（
面
）
で
の
価
値
創
造
を
念
頭
に
置

い
た
戦
略
性
の
あ
る
対
応
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
社
会
的
な
イ
ン
フ
ラ
と

し
て
の
側
面
を
有
す
る
銀
行
に
と
っ

て
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
要

素
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ

る
。
気
候
変
動
を
は
じ
め
と
す
る
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
環
境

変
化
の
影
響
や
そ
の
対
応
は
、
業
種

や
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
気
候

変
動
等
の
融
資
先
へ
の
影
響
を
取
り

込
ん
で
長
期
の
信
用
力
を
分
析
し
た

上
で
、
融
資
方
針
等
に
反
映
し
て
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
は
、
融
資
に
つ
い

て
、
よ
り
フ
ォ
ワ
ー
ド
ル
ッ
キ
ン
グ

な
分
析
・
評
価
・
対
応
が
求
め
ら
れ

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
よ
る
金
融
資
産
の

減
損
基
準
を
巡
る
議
論

　

こ
こ
で
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
る
金
融
商
品
会
計
基
準
の

改
正
に
関
す
る
議
論
の
現
状
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
（
23
年
12
月
ま

で
の
状
況
等
に
基
づ
く
）。
新
基
準

の
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
図
表
１
の

六
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
検
討
が
行
わ
れ

て
お
り
、
ス
テ
ッ
プ
１
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
「
金
融
商
品
」
の

相
対
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
Ｅ

Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
を
開
発
の
基
礎
と
し
て

検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
決
定
さ

れ
て
い
る
。

　

現
在
、
ス
テ
ッ
プ
２
に
お
い
て
議

論
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
の
主

な
特
徴
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
金
融
商
品
の
当
初
取

得
時
以
降
に
信
用
リ
ス
ク
に
著
し
い

増
大
が
あ
っ
た
場
合
（
ス
テ
ー
ジ

２
）
に
、
金
融
資
産
の
全
期
間
の
Ｅ

Ｃ
Ｌ
を
引
当
金
と
し
て
計
上
す
る
こ

と
で
あ
る
（
信
用
リ
ス
ク
が
著
し
く

増
大
し
て
い
な
い
ス
テ
ー
ジ
１
の
場

合
は
12
カ
月
の
Ｅ
Ｃ
Ｌ
を
計
上
す

る
）。
こ
れ
は
、
取
得
時
点
対
比
で

見
た
評
価
時
点
の
相
対
的
な
信
用
リ

ス
ク
の
悪
化
の
程
度
に
よ
っ
て
債
権

を
分
類
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

相
対
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
な
お
、
信
用
リ
ス
ク
の
著
し
い

増
大
の
有
無
は
、
債
権
単
位
の
デ
フ

ォ
ル
ト
確
率
を
比
較
し
て
判
定
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
測
定
に
対

し
て
、
将
来
予
測
情
報
を
考
慮
す
る

こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
マ
ク
ロ
経
済

指
標
と
信
用
リ
ス
ク
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

（
デ
フ
ォ
ル
ト
確
率
（
Ｐ
Ｄ
）
等
）

の
相
関
関
係
か
ら
統
計
モ
デ
ル
を
構

築
し
、
当
該
モ
デ
ル
に
将
来
の
マ
ク

ロ
経
済
指
標
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ

り
Ｅ
Ｃ
Ｌ
を
推
計
す
る
。
将
来
の
マ

ク
ロ
経
済
指
標
に
つ
い
て
は
、
複
数

の
シ
ナ
リ
オ
を
用
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
議

論
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
は
、

欧
州
を
中
心
に
適
用
さ
れ
て
い
る
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
の
Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
に

近
似
し
て
い
る
。
な
お
、
改
正
基
準

は
現
在
審
議
中
で
あ
り
、
適
用
時
期

は
未
定
だ
が
、
準
備
に
は
相
応
の
期

間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

新
基
準
導
入
で
期
待
さ
れ
る

リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化

　

Ｅ
Ｃ
Ｌ
ベ
ー
ス
の
減
損
を
す
で
に

導
入
し
て
い
る
欧
州
や
米
国
で
は
、

大
手
を
中
心
に
、
財
務
報
告
の
み
な

ら
ず
、
融
資
評
価
・
審
査
、
融
資
プ

ラ
イ
シ
ン
グ
、
途
上
管
理
な
ど
に
お

い
て
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
基
づ
く
評
価
・
管
理

が
行
わ
れ
て
い
る
。
多
く
の
銀
行
が
、

〔図表１〕 ＡＳＢＪにおける金融資産の減損の開発ステップ

ステップ 検討事項

1 ＥＣＬ（ＩＦＲＳ基準）とＣＥＣＬ（米国会計基準）
のどちらのモデルを開発の基礎とするかの選択

2

金融機関の貸付金に適用される会計基準の開発
（国際的な比較可能性を確保することを重視し、国
際的な会計基準と遜色がないと認められる会計基
準、すなわち、ＩＦＲＳ第 9号を適用した場合と
同じ実務および結果となると認められる会計基準）

3 ステップ 2を適用する金融機関の貸付金以外への
適用の検討

4
金融機関に適用される会計基準の開発
（ＩＦＲＳ第 9号を出発点として、適切な引当水準
を確保した上で実務負担に配慮した会計基準）

5 一般事業会社に関する検討

6 公開草案の公表 

（出所） 　ＡＳＢＪ審議資料
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Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
や
米
国
会
計
基
準

Ｃ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
（
現
在
予
想
信
用
損
失
）

の
導
入
の
際
に
、
財
務
報
告
と
経
営

管
理
（
融
資
管
理
、
リ
ス
ク
管
理
、

バ
ー
ゼ
ル
規
制
）
に
つ
い
て
共
通
の

評
価
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
融
資
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
の
価
値
評
価
や
そ
れ
に
基
づ
く

与
信
運
営
に
つ
い
て
、
対
外
的
に
も

説
明
し
や
す
く
な
っ
た
。
経
営
管
理

と
財
務
報
告
の
基
準
に
一
定
の
差
異

は
あ
る
も
の
の
、
デ
ー
タ
や
計
算
エ

ン
ジ
ン
な
ど
の
共
通
イ
ン
フ
ラ
を
整

え
た
上
で
、
基
準
に
よ
る
差
異
を
明

確
に
整
理
す
る
な
ど
の
工
夫
を
通
じ

て
、
説
明
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
た
。

　

国
際
会
計
基
準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ

Ｂ
）
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
の
適
用

後
レ
ビ
ュ
ー
の
過
程
に
お
い
て
、
利

害
関
係
者
に
対
し
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９

号
の
適
用
状
況
に
関
す
る
情
報
要
請

を
実
施
し
て
い
る
。
欧
州
の
銀
行
業

界
か
ら
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
寄
せ
ら
れ
た
コ

メ
ン
ト
レ
タ
ー
を
見
る
と
、「
従
来

の
Ｉ
Ａ
Ｓ
第
39
号
に
比
べ
て
適
時
に

損
失
を
認
識
し
、
財
務
報
告
の
利
用

者
に
、
よ
り
有
用
な
情
報
を
提
供
し

て
い
る
」「
モ
デ
ル
の
構
築
と
更
新

は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
が
な
く
て
も
、

リ
ス
ク
管
理
と
規
制
の
観
点
か
ら
本

質
的
に
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
対
応

コ
ス
ト
が
過
度
な
負
担
に
な
っ
た
と

は
考
え
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
意
見

が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ス
テ

ー
ジ
判
定
（
相
対
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）

に
つ
い
て
は
、
信
用
リ
ス
ク
の
著
し

い
増
大
に
関
す
る
銀
行
間
の
考
え
方

や
評
価
基
準
の
違
い
を
踏
ま
え
、
比

較
可
能
性
の
問
題
を
指
摘
す
る
声
も

あ
る
。

　

Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
に
お
け
る
環
境
リ

ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
は
、

欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
が
23
年

５
月
に
公
表
し
た
調
査
結
果
（
注
）

に
よ
る
と
、
欧
州
51
行
の
20
％
が
環

境
リ
ス
ク
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
の
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
反
映
し

て
い
る
が
、
80
％
は
反
映
し
て
い
な

い
（
も
し
く
は
未
回
答
）。
Ｅ
Ｃ
Ｌ

モ
デ
ル
に
お
け
る
環
境
リ
ス
ク
へ
の

対
応
は
欧
州
に
お
い
て
も
発
展
途
上

と
考
え
ら
れ
る
が
、
対
応
を
進
め
る

べ
き
と
の
声
も
聞
か
れ
て
お
り
、
今

後
大
き
く
進
展
が
図
ら
れ
る
領
域
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
欧
米
を

中
心
と
し
た
銀
行
業
界
に
お
け
る
Ｅ

Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
の
定
着
と
高
度
化
へ
の

流
れ
は
不
可
逆
的
で
あ
る
。
国
内
銀

行
、
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
す
る

銀
行
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル

へ
の
対
応
を
通
じ
て
、
財
務
諸
表
の

比
較
可
能
性
の
向
上
や
リ
ス
ク
管
理

の
高
度
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

財
務
報
告
対
応
の
先
に
あ
る 

経
営
管
理
と
の
統
合

　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
の
導
入
（
18

年
）、
Ｃ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
導
入
（
20
年
）

を
受
け
、
欧
米
の
グ
ロ
ー
バ
ル
銀
行

は
数
年
を
か
け
て
図
表
２
の
よ
う
な

態
勢
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
図
表
３
の
よ
う
な
Ｅ
Ｃ
Ｌ
を
統

合
し
た
経
営
管
理
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

が
構
築
さ
れ
た
。
信
用
リ
ス
ク
パ
ラ

メ
ー
タ
ー
（
Ｐ
Ｄ
、
Ｌ
Ｇ
Ｄ
＝
デ
フ

ォ
ル
ト
時
損
失
率
、
Ｅ
Ａ
Ｄ
＝
デ
フ

ォ
ル
ト
時
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）
算

定
の
ベ
ー
ス
と
な
る
デ
ー
タ
や
モ
デ

ル
が
共
有
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

財
務
報
告
と
規
制
対
応
な
ど
で
算
定

基
準
が
異
な
る
場
合
で
も
、
そ
の
乖

〔図表２〕 欧米のグローバル銀行における態勢整備

①　貸出債権等のデータを統一的に整備

②　 債務者や商品のグループごとのデフォルト率等の時系列
実績を算定

③　 ②の実績データに基づき、マクロ経済指標を用いた統計
分析により、景気変動に伴うＰＤ変動を表現するモデル
を構築（ＬＧＤやＥＡＤについても同様）

④　 ③のモデルも踏まえ、ＰＩＴ ＰＤ（景気局面を反映した
ＰＤ。財務報告等に活用）やＴＴＣ ＰＤ（景気変動を平
準化したＰＤ。リスクアセット計算等に活用）、長期ＰＤ
の期間構造などを推定（ＬＧＤやＥＡＤについても同様）

⑤　 ストレステストの枠組みも活用して、ＥＣＬ算定用のシ
ナリオ（マクロ経済指標の将来推移）を作成するモデル
や手続きを構築

⑥　 ③～⑤に基づき、ＥＣＬやリスクアセットを算定するた
めの一貫性のある枠組みやプロセスを整備・構築

⑦　 ①～⑥に基づく信用リスク管理・融資管理などの実務対
応（の変更点）について整備。例えば、ステージ 1から
2への移行判定（信用リスクの著しい増大）を途上管理
におけるアラート（ウオッチリスト等）とひも付け

（注） 　①～⑦はおおよその手順を示してはいるものの、対応内容や手順
詳細は銀行によって異なる。

（出所）筆者作成（図表３も同じ）
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求められる引当の態勢整備

離
の
影
響
な
ど
が
理
解
・
説
明
し
や

す
い
か
た
ち
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
、
国
内
金
融
機
関
は
、
財
務

報
告
と
（
リ
ス
ク
管
理
を
含
む
）
経

営
管
理
を
行
う
に
当
た
り
、
信
用
損

失
や
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
計
数
の
整

合
性
確
保
、
乖
離
に
関
す
る
明
快
な

分
析
・
説
明
に
難
し
い
面
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
欧
米
金
融
機
関
は
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
９
号
や
Ｃ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
導

入
を
機
に
、
財
務
と
リ
ス
ク
（
お
よ

び
融
資
実
務
）
の
統
合
を
進
め
、
経

営
管
理
の
実
効
性
、
対
外
的
な
説
明

能
力
を
向
上
さ
せ
て
き
て
い
る
。

　

国
内
金
融
機
関
に
お
い
て
も
、
Ｅ

Ｃ
Ｌ
に
基
づ
く
減
損
を
財
務
報
告
対

応
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
財
務

報
告
と
経
営
管
理
の
統
合
に
向
け
た

契
機
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
デ
ー
タ
や
計
算
エ
ン
ジ
ン
な

ど
の
共
通
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
た
上

で
、
考
え
方
や
ル
ー
ル
に
よ
る
違
い

の
部
分
を
明
快
に
整
理
し
て
お
く
こ

と
に
よ
り
、
一
貫
性
の
あ
る
融
資
管

理
や
内
外
説
明
を
実
現
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
注
）　“O

verlays and in-m
odel ad-

justm
en

ts: id
en

tifyin
g

 b
est 

practices for capturing novel 

risks” T
H

E
 S

U
P

E
R

V
IS

IO
N

 
B

L
O

G

お
お
つ
じ　

り
ゅ
う
た
ろ
う

監
査
法
人
勤
務
を
経
て
、
06
年
あ
ら

た
監
査
法
人
（
当
時
）
入
社
。
銀
行

・
証
券
ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
部
長
を
務

め
、
金
融
機
関
の
監
査
お
よ
び
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
業
務
の
責
任
者
を
多
数

担
当
。
公
認
会
計
士
。

か
わ
せ　

け
い

09
年
あ
ら
た
監
査
法
人
（
当
時
）
入

社
。
財
務
報
告
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
部

に
お
い
て
、
金
融
機
関
に
対
し
て
、

予
想
信
用
損
失
会
計
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９

号
）
の
導
入
、
格
付
け
・
自
己
査
定
、

償
却
引
当
、
信
用
リ
ス
ク
管
理
に
関

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。
公
認
会
計

士
。

む
ら
な
が　

じ
ゅ
ん

日
本
銀
行
を
経
て
07
年
Ｐ
ｗ
Ｃ
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
合
同
会
社
入
社
、
11
年

Ｐ
ｗ
Ｃ
あ
ら
た
監
査
法
人
（
当
時
）

入
社
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
リ
ス
ク
・
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

ー
部
に
お
い
て
、
金
融
機
関
に
対
し

て
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
フ
レ
ー
ム
ワ

ー
ク
、
資
本
・
リ
ス
ク
管
理
、
シ
ナ

リ
オ
分
析
、
デ
ー
タ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

な
ど
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。

〔図表３〕 ＥＣＬを統合した経営管理フレームワーク

基盤（インフラストラクチャー）

信用損失・信用リスク算定

経営管理

信用リスクパラメーター

デフォルト確率
（ＰＤ）

デフォルト時
損失率
（ＬＧＤ）

デフォルト時
エクスポージャー
（ＥＡＤ）

予想信用損失
（ＥＣＬ）

リスク
アセット
（ＲＷＡ）

所要資本計測
（バーゼル規制
内部格付
手法など）

財務報告
上の減損

（ＩＦＲＳ 9、
米国ＣＥＣＬ
など）

経済予測シナリオ

データ 方法論（モデルなど） プロセス

資本管理 ストレス
テスト 収益管理貸出金利

プライシング 途上管理ポートフォリオ
管理
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